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は じ め に 

 

このしおりは、令和５年３月現在で作成したものです。 

掲載されている各種制度に改正や追加が行われた場合は、その都度「広報とみ

さと」などでお知らせいたします。 

 

身体障害者手帳・療育手帳などを交付されたことや指定された難病

の疾患により様々な制度を利用することが可能となることがありま

す。このしおりの説明をお読みになって必要な制度がありましたら、

該当するかどうかを事前に富里市健康福祉部社会福祉課へご相談く

ださい。  

 なお、介護保険のサービスが利用できる方は、障害者の制度に優先し

て介護保険の制度を利用していただくことが原則となりますので、ご

注意ください。（→詳しくは 20ページ）  
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